
報告第２号

令和２年５月15日　提出

（単位：円）

0

0

5,816,000

国 5,816,000

118,388,000

国 68,988,000

地 49,400,000

571,696,000

国 96,296,000

他 475,400,000

695,900,000

国 171,100,000

地 49,400,000

他 475,400,000

※国：国県支出金、地：地方債、その他：他

令和元年度安曇野市一般会計繰越明許費繰越計算書について

本件について、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第２項の規定により、次のとおり報告する。

　　　安曇野市長　宮澤　宗弘

令和元年度安曇野市一般会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事         業        名 金  額
翌年度

繰越額

左の財源内訳

３民生費 １社会福祉費 プレミアム付商品券事業 16,260,000 16,260,000 16,260,000

22,550,000 0 16,734,000

0

既 収 入
特定財源

未 収 入
特定財源

一般財源
国県支出金
地  方  債

10教育費 ３中学校費

８土木費 ２道路橋梁費 凍結防止剤散布車購入事業 24,011,000

5,456,000８土木費 ４都市計画費 都市再生整備計画事業（明科駅周辺） 204,985,000 123,844,000 0

22,274,000

中学校冷房設備等整備事業 617,940,000 571,780,000 0

合　　　　　　　　　　　計 863,196,000 734,434,000 16,260,000

84,000



報告第３号

令和２年５月15日　提出
　　安曇野市長　宮澤　宗弘

（単位：円）

0 18,500,000

0 地 18,500,000

0 0

0 0

0 8,500,000

0 地 8,500,000

0 0

0 0

0 27,000,000

国 0 国 0

地 0 地 27,000,000

他 0 他 0

※国：国県支出金、地：地方債、他：その他

9,038,000 538,000

合　　　　　　　　　　　計 45,715,000 5,610,000 40,105,000 0 40,105,000 13,105,000

0

0 6,270,000 6,270,000

８土木費 ４都市計画費 新総合体育館建設事業 9,038,000 0 9,038,000 0

６農林水産業
費

３耕地費
個別施設計画（農業水利施
設）策定

11,880,000 5,610,000 6,270,000

左の財源内訳

既 収 入
特定財源

未 収 入
特定財源

一般財源
支出済額 支出未済額 国県支出金

地方債
国県支出金
地方債

令和元年度安曇野市一般会計事故繰越し繰越計算書について

本件について、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第150条第３項の規定により、次のとおり報告する。

令和元年度安曇野市一般会計事故繰越し繰越計算書

款 項 事         業        名 支出負担行為額

左の内訳

支出負担行
為予定額

翌年度繰越額

5,280,000 5,280,00010教育費 ２小学校費 小学校施設維持修繕事業 5,280,000 0 5,280,000

0 19,517,000 1,017,000３民生費 ２児童福祉費
明科南認定こども園建設事
業

19,517,000 0 19,517,000



　１　地方公営企業法第26条第１項の規定による建設改良費の繰越額 (単位:円)

損益勘定
留保資金

補助金

主要管路整
備県道小倉
梓橋停車場
線配水管布
設工事
（その２）

54,890,000 0 54,890,000 44,890,000 10,000,000 0 0

関係機関と
の協議に時
間を要した
こと等によ
る工期延長

市道豊科２
級３号線道
路改良に伴
う配水管布
設替工事

63,261,000 0 63,261,000 63,261,000 0 0 0

道路改良工
事の進捗等
と 整 合 を
図ったこと
による工期
延長

豊科地区排
泥設備設置
工事

18,920,000 0 18,920,000 18,920,000 0 0 0

資材調達に
不測の日数
を要したこ
とによる工
期延長

137,071,000 0 137,071,000 127,071,000 10,000,000 0 0

支 払
義 務
発 生
額

翌 年 度
繰 越 額

合　　　　計

１
資
本
的
支
出

１
建
設
改
良
費

款 項 事 業 名 予算計上額

左の財源内訳

不
用
額

　　報告第４号

令和元年度安曇野市水道事業会計予算繰越計算書について

　　　本件について、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第３項の規定により、
　　次のとおり報告する。

　　令和２年５月15日　提出

安曇野市長　　宮澤　宗弘　    

令和元年度安曇野市水道事業会計予算繰越計算書

翌 年 度
繰 越 額
に 係 る
繰 越 を
要 す る
た な 卸
資 産 の
購 入 限
度額

説　明



　２　地方公営企業法第26条第２項ただし書の規定による事故繰越額

受託工事収益
（負担金）

その他

防災・安全
交付金（交
通安全）事
業に伴う給
水管布設替
工事

417,000 0 417,000 417,000 0 0 0
県事業の遅
延に伴う工
期延長

防災・安全
交付金（交
通安全）事
業に伴う消
火栓移設工
事

1,298,000 0 1,298,000 1,298,000 0 0 0
県事業の遅
延に伴う工
期延長

1,715,000 0 1,715,000 1,715,000 0 0 0

１
水
道
事
業
費
用

１
営
業
費
用

合　　　　計

翌 年 度
繰 越 額

左の財源内訳

不
用
額

翌 年 度
繰 越 額
に 係 る
繰 越 を
要 す る
た な 卸
資 産 の
購 入 限
度額

説　明款 項 事 業 名 予算計上額

支 払
義 務
発 生
額



報告第５号 

 

 

債権放棄の報告について（水道料金に係る債権） 

 

安曇野市債権管理条例（平成 27年安曇野市条例第 10 号）第６条第１項の規定によ

り、水道料金に係る債権を放棄したので、同条例第７条の規定により報告する。 

 

 

記 

 

 

別紙様式による。 

 

 

令和２年５月 15日 提出 

 

 

                      安曇野市長  宮澤 宗弘  



別紙様式

１　放棄した債権の名称 水道料金

２　債権を放棄した日 令和２年３月10日

３　債権を放棄した事由、件数、額等

件 数 債 権 額
（件） （円）

条例第６条第１項第１号に該当 平成20年度 １ 25,080

条例第６条第１項第１号に該当 平成21年度 １ 16,200

条例第６条第１項第１号に該当 平成24年度 ５ 18,480

条例第６条第１項第１号に該当 平成25年度 11 52,467

条例第６条第１項第１号に該当 平成26年度 ４ 18,840

条例第６条第１項第１号に該当 平成27年度 14 38,489

条例第６条第１項第１号に該当 平成28年度 17 88,684

条例第６条第１項第１号に該当 平成29年度 17 159,211

条例第６条第１項第３号に該当 平成30年度 ５ 26,586

条例第６条第１項第４号に該当 平成13年度 ３ 26,263

条例第６条第１項第４号に該当 平成14年度 ８ 50,488

条例第６条第１項第４号に該当 平成15年度 14 64,368

条例第６条第１項第４号に該当 平成16年度 14 63,934

条例第６条第１項第４号に該当 平成17年度 11 37,312

条例第６条第１項第４号に該当 平成18年度 11 50,839

条例第６条第１項第４号に該当 平成20年度 ４ 36,215

条例第６条第１項第４号に該当 平成24年度 １ 3,000

条例第６条第１項第４号に該当 平成26年度 ３ 8,710

条例第６条第１項第４号に該当 平成27年度 26 81,874

条例第６条第１項第４号に該当 平成28年度 18 50,984

条例第６条第１項第４号に該当 平成29年度 40 173,704

条例第６条第１項第５号に該当 平成28年度 ３ 9,240

条例第６条第１項第５号に該当 平成29年度 ２ 8,995

合 計 233 1,109,963

４　時効の根拠及び時効期間

　改正前の民法第173条第１号（２年の短期消滅時効）

放 棄 し た 事 由 発 生 年 度 備 考



報告第６号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決

処分したので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

 

  令和２年５月15日 提出 

 

安曇野市長  宮澤 宗弘 
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（別紙） 

専 決 処 分 書 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分

する。 

 

令和２年３月31日 

 

安曇野市長  宮澤 宗弘 

 

安曇野市税条例等の一部を改正する条例 

（安曇野市税条例の一部改正） 

第１条 安曇野市税条例（平成17年安曇野市条例第81号）の一部を次のように改正する。 

第24条第１項第２号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。 

第34条の２中「第12項」を「第11項」に、「寡婦（寡夫）控除額」を「寡婦控除額、

ひとり親控除額」に、「第７項」を「第６項」に改める。 

第36条の２第１項ただし書中「第314条の２第５項」を「第314条の２第４項」に改め

る。 

第36条の３の２の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同条

第１項中第３号を削り、第４号を第３号とする。 

第36条の３の３の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同条

第１項中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り、同項中第３号を削り、第４号を

第３号とする。 

第48条第２項中「第66条の７第４項及び第10項」を「第66条の７第５項及び第11項」

に改める。 

  第51条第１項第４号を次のように改める。 

  (４) 公益法人等 

第51条第１項第６号中「前５項」を「前各号」に改める。 

第54条第２項中「登録されている」を「登録がされている」に改め、同条第４項中

「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改め、「これを」を削り、

「課する」を「課することができる」に改め、同項に後段として次のように加える。 

   この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を

当該使用者に通知しなければならない。 

第54条第６項中「によって」を「により」に、「みなす」を「みなすことができる」

に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「によって」を「により」に、「におい

ては」を「には」に、「登録されている」を「登録がされている」に、「みなす」を
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「みなすことができる」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を

加える。 

５ 法第343条第５項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が不明で

ある場合（前項に規定する場合を除く。）には、その使用者を所有者とみなして、固

定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合にお

いて、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通

知しなければならない。 

第54条に次の１項を加える。 

 ８ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第10条の２の12

で定めるものを含む。）であって、家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するた

め取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより家屋の所有者が所有

することとなったもの（以下この項において「特定附帯設備」という。）については、

当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り

付けた者をもって第１項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部

分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができる。 

第61条第９項及び第10項中「第349条の３第12項」を「第349条の３第11項」に改める。 

第61条の２の見出し及び同条第１項中「第349条の３第28項」を「第349条の３第27項」

に改め、同条第２項中「第349条の３第29項」を「第349条の３第28項」に改め、同条第

３項中「第349条の３第30項」を「第349条の３第29項」に改める。 

第74条の２の次に次の１条を加える。 

  （現所有者の申告） 

 第74条の３ 現所有者（法第384条の３に規定する現所有者をいう。以下この条及び次

条において同じ。）は、現所有者であることを知った日の翌日から３月を経過した日

までに、次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

(１) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関係

及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所、

氏名又は名称及び次号に規定する個人との関係） 

(２) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課

税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住

所及び氏名 

(３) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

第75条第１項中「又は」を「若しくは」に、「によって」を「により、又は現所有者

が前条の規定により」に、「においては」を「には」に改める。 

第94条第２項に次のただし書を加える。 

   ただし、１本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、

当該葉巻たばこの１本をもって紙巻たばこの0.7本に換算するものとする。 
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第94条第４項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「（同項ただし書に規定する葉巻

たばこを除く。）」を加える。 

第96条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項（法第469条第１

項第３号又は第４号に係る部分に限る。）」に、「第16条の２の３」を「第16条の２の

３第２項」に、「提出しない場合には、適用しない」を「提出している場合に限り、適

用する」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

 ２ 前項（法第469条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の規定は、卸売販

売業者等が、同条第１項第１号又は第２号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に

ついて、第98条第１項又は第２項の規定による申告書に前項（法第469条第１項第１

号又は第２号に係る部分に限る。）の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ

税額を記載し、かつ、施行規則第16条の２の３第１項に規定する書類を保存している

場合に限り、適用する。 

第98条第１項中「第96条第２項」を「第96条第３項」に改める。 

第131条第６項中「第54条第６項」を「第54条第７項」に改める。 

附則第３条の２第１項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合

（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合

をいう。次項において同じ。）」に、「この条において同じ」を「この項において同じ」

に改め、「（以下この条において「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該

特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」

に改め、同条第２項中「特例基準割合適用年中」を「各年の平均貸付割合に年0.5パー

セントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中」

に、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合と」を「当該加算し

た割合と」に改める。 

附則第４条第１項中「特例基準割合」を「加算した割合」に改める。 

附則第６条中「平成34年度」を「令和４年度」に改める。 

附則第７条の３の２第１項中「平成45年度」を「令和15年度」に、「平成33年」を

「令和３年」に改める。 

附則第８条第１項中「平成33年度」を「令和６年度」に改める。 

附則第10条中「又は法」を「又は」に改める。 

附則第10条の２第２項を削り、同条第３項中「附則第15条第２項第６号」を「附則第

15条第２項第５号」に改め、同項を同条第２項とし、同条第４項中「附則第15条第33項

第１号イ」を「附則第15条第30項第１号イ」に改め、同項を同条第３項とし、同条第５

項中「附則第15条第33項第１号ロ」を「附則第15条第30項第１号ロ」に改め、同項を同

条第４項とし、同条第６項を削り、同条第７項中「附則第15条第33項第１号ニ」を「附

則第15条第30項第１号ハ」に改め、同項を同条第５項とし、同条第８項中「附則第15条

第33項第１号ホ」を「附則第15条第30項第１号ニ」に改め、同項を同条第６項とし、同
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条第９項中「附則第15条第33項第２号イ」を「附則第15条第30項第２号イ」に改め、同

項を同条第７項とし、同条第10項中「附則第15条第33項第２号ロ」を「附則第15条第30

項第２号ロ」に改め、同項を同条第８項とし、同項の次に次の１項を加える。 

９ 法附則第15条第30項第２号ハに規定する条例で定める割合は、４分の３とする。 

附則第10条の２第11項中「附則第15条第33項第３号イ」を「附則第15条第30項第３号

イ」に改め、同項を同条第10項とし、同条第12項中「附則第15条第33項第３号ロ」を

「附則第15条第30項第３号ロ」に改め、同項を同条第11項とし、同条第13項中「附則第

15条第33項第３号ハ」を「附則第15条第30項第３号ハ」に改め、同項を同条第12項とし、

同条第14項を削り、同条第15項中「附則第15条第44項」を「附則第15条第38項」に改め、

同項を同条第13項とし、同条第16項中「附則第15条第45項」を「附則第15条第39項」に

改め、同項を同条第14項とし、同条第17項中「附則第15条第47項」を「附則第15条第41

項」に改め、同項を同条第15項とし、同項の次に次の１項を加える。 

 16 法附則第15条第47項に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

附則第10条の２第18項を同条第17項とする。 

附則第10条の４中「附則第15条第47項」を「附則第15条第41項」に改める。 

附則第11条の見出し中「平成32年度」を「令和２年度」に改める。 

附則第11条の２の見出し中「平成31年度又は平成32年度」を「令和元年度又は令和２

年度」に改め、同条第１項中「平成31年度分又は平成32年度分」を「令和元年度分又は

令和２年度分」に改め、同条第２項中「平成31年度適用土地又は平成31年度類似適用土

地」を「令和元年度適用土地又は令和元年度類似適用土地」に、「平成32年度分」を

「令和２年度分」に改める。 

附則第12条見出し中「平成32年度」を「令和２年度」に改め、同条中「平成32年度」

を「令和２年度」に、「又は法」を「又は」に改める。 

附則第13条見出し中「平成32年度」を「令和２年度」に改め、同条中「平成32年度」

を「令和２年度」に、「又は法」を「又は」に改める。 

附則第15条第１項中「又は法」を「又は」に、「平成32年度」を「令和２年度」に改

め、同条第２項中「平成33年３月31日」を「令和３年３月31日」に改める。 

附則第15条の２中「平成31年10月１日から平成32年９月30日」を「令和元年10月１日

から令和２年９月30日」に改める。 

附則第16条第２項から第４項までの規定中「平成32年３月31日」を「令和２年３月31

日」に、「平成32年度分」を「令和２年度分」に、「平成32年４月１日から平成33年３

月31日」を「令和２年４月１日から令和３年３月31日」に、「平成33年度分」を「令和

３年度分」に改める。 

附則第17条第１項中「第35条の２第１項」の次に「、第35条の３第１項」を加える。 

附則第17条の２第１項及び第２項中「平成32年度」を「令和５年度」に改め、同条第

３項中「第35条の２」を「第35条の３」に改める。 
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附則第22条中「平成35年度」を「令和５年度」に改める。 

第２条 安曇野市税条例の一部を次のように改正する。 

第19条中「第321条の８第22項及び第23項の申告書に」を「第321条の８第34項及び第

35項の申告書に」に、「においては」を「には」に改め、同条第４号中「によって」を

「により」に改め、同条第５号中「、第４項又は第19項」を「又は第31項」に改め、同

条第６号中「第321条の８第22項及び第23項」を「第321条の８第34項及び第35項」に改

める。 

  第20条中「及び第４項」を削る。 

  第23条第３項中「規定する収益事業」の次に「（以下この項及び第31条第２項の表の

第１号において「収益事業」という。）」を加え、「第31条第２項の表の第１号」を

「同号」に、「第48条第10項から第12項」を「第48条第９項から第16項」に改める。 

  第31条第２項の表第１号オ中「第292条第１項第４号の５」を「第292条第１項第４号

の２」に改め、同条第３項中「、同項第２号の連結事業年度開始の日から６月の期間若

しくは同項第３号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第４号」を「若しくは

同項第２号の期間又は同項第３号」に改める。 

  第48条第１項中「第４項、第19項、第22項及び第23項」を「第31項、第34項及び第35

項」に、「第10項、第11項及び第13項」を「第９項、第10項及び第12項」に、「第４項、

第19項及び第23項」を「第31項及び第35項」に、「同条第22項」を「同条第34項」に、

「第３項」を「第２項後段」に改め、同条第２項中「第66条の７第４項及び第10項又は

第68条の91第４項及び第10項」を「第66条の７第４項及び第10項」に、「第321条の８

第24項」を「第321条の８第36項」に改め、同条第３項中「第66条の９の３第４項及び

第10項又は第68条の93の３第４項及び第10項」を「第66条の９の３第３項及び第９項」

に、「第321条の８第25項」を「第321条の８第37項」に改め、同条第４項中「第321条

の８第26項」を「第321条の８第38項」に改め、同条第５項中「第321条の８第22項」を

「第321条の８第34項」に、「同条第21項」を「同条第33項」に、「、第４項又は第19

項」を「又は第31項」に、「同条第23項」を「同条第35項」に改め、同条第６項中「、

第４項又は第19項」を「又は第31項」に、「同条第22項」を「同条第34項」に、「第

321条の８第23項」を「第321条の８第35項」に改め、同条第７項中「第321条の８第22

項」を「第321条の８第34項」に、「、第４項又は第19項」を「又は第31項」に改め、

同項第２号中「第321条の８第23項」を「第321条の８第35項」に改め、同条第９項を削

り、同条第10項中「第321条の８第42項」を「第321条の８第52項」に、「同条第42項」

を「同条第52項」に、「第12項」を「第11項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第

11項を同条第10項とし、同条第12項中「第10項」を「第９項」に改め、同項を同条第11

項とし、同条第13項中「第10項」を「第９項」に、「第75条の４第２項」を「第75条の

５第２項」に改め、同項を同条第12項とし、同条第14項を同条第13項とし、同条第15項

中「第13項」を「第12項」に、「第10項」を「第９項」に改め、同項を同条第14項とし、
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同条第16項中「第13項前段」を「第12項前段」に、「第321条の８第51項」を「第321条

の８第61項」に、「第10項」を「第９項」に改め、同項を同条第15項とし、同条第17項

中「第13項後段」を「第12項後段」に、「第15項」を「第14項」に、「第75条の４第３

項若しくは第６項（同法第81条の24の３第２項において準用する場合を含む。）」を

「第75条の５第３項若しくは第６項」に、「第10項」を「第９項」に改め、同項を同条

第16項とする。 

  第50条第２項中「、第４項又は第19項」を「又は第31項」に、「同条第23項」を「同

条第35項」に、「、第２項又は第４項」を「又は第２項」に改め、同条第３項中「、第

４項又は第19項」を「又は第31項」に改め、「（同条第２項又は第４項に規定する申告

書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関

係がある連結親法人（法人税法第２条第12号の６の７に規定する連結親法人をいう。以

下この項において同じ。）若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係

る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第２号

において同じ。）」を削り、同条第４項中「、第４項又は第19項」を「又は第31項」に

改める。 

  第52条第４項から第６項までを削る。 

  第94条第２項ただし書中「0.7グラム」を「１グラム」に、「0.7本」を「１本」に改

める。 

附則第３条の２及び附則第４条第１項中「及び第４項」を削る。 

（安曇野市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 安曇野市税条例等の一部を改正する条例（平成31年安曇野市条例第35号）の一部

を次のように改正する。 

第３条のうち、第24条第１項第２号の改正規定を削り、附則第16条に１項を加える改

正規定中「平成33年４月１日から平成34年３月31日」を「令和３年４月１日から令和４

年３月31日」に、「平成34年度分」を「令和４年度分」に、「平成34年４月１日から平

成35年３月31日」を「令和４年４月１日から令和５年３月31日」に、「平成35年度分」

を「令和５年度分」に改める。 

附則第１条第１号中「平成31年６月１日」を「令和元年６月１日」に改め、同条第２

号中「平成31年10月１日」を「令和元年10月１日」に改め、同条第３号中「平成32年１

月１日」を「令和２年１月１日」に改め、同条第４号を次のように改める。 

  (４) 削除 

附則第１条第５号中「（前号に掲げる改正規定を除く。）」を削り、「平成33年４月

１日」を「令和３年４月１日」に改める。 

附則第２条第１項中「平成31年度」を「令和元年度」に改め、同条第２項中「平成32

年度」を「令和２年度」に、「平成31年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第３項

中「平成32年度分」を「令和２年度分」に改め、同項の表中「平成31年６月１日」を
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「令和元年６月１日」に改める。 

附則第３条第１項中「32年新条例」を「２年新条例」に、「平成32年度」を「令和２

年度」に、「平成31年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第２項及び第３項中「32

年新条例」を「２年新条例」に改める。 

附則第４条を次のように改める。 

 第４条 削除 

附則第５条中「平成31年度」を「令和元年度」に改める。 

附則第６条中「平成31年度分」を「令和元年度分」に改める。 

附則第７条第１項中「31年10月新条例」を「元年10月新条例」に改め、同条第２項中

「31年10月新条例」を「元年10月新条例」に、「平成32年度」を「令和２年度」に改め

る。 

附則第８条中「平成33年度」を「令和３年度」に、「平成32年度分」を「令和２年度

分」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 (１) 第１条中第94条第２項にただし書を加える改正規定及び同条第４項の改正規定並

びに附則第６条の規定 令和２年10月１日 

 (２) 第１条中第24条第１項第２号、第34条の２及び第36条の２第１項ただし書の改正

規定並びに附則第３条の２、附則第４条第１項、附則第17条第１項及び附則第17条の

２第３項の改正規定並びに次条並びに附則第３条第２項及び第３項の規定 令和３年

１月１日 

(３) 第２条中第94条第２項ただし書の改正規定及び附則第７条の規定 令和３年10

月１日 

 (４) 第２条（前号に掲げる改正規定を除く。）の規定及び附則第４項の規定 令和４

年４月１日 

 （延滞金に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の安曇野市税条例（以下「新条例」という。）附則第

３条の２の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金に

ついて適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。 

 （市民税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令

和２年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民

税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第24条第１項（第２号に係る部分に限る。）、第34条の２及び第36条の２第１
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項の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和２年度分ま

での個人の市民税については、なお従前の例による。 

３ 令和３年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第36条の２第１項の規

定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、「地震保険料

控除額、ひとり親控除額（地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第

１条の規定による改正前の法（以下「旧法」という。）第292条第１項第11号に規定す

る寡婦（旧法第314条の２第３項の規定に該当するものに限る。）又は旧法第292条第１

項第12号に規定する寡夫である第23条第１項第１号に掲げる者に係るものを除く。）」

とする。 

４ 新条例第36条の３の２第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定す

る給与について提出する同項及び同条第２項に規定する申告書について適用する。 

５ 新条例第36条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法（昭

和40年法律第33号）第203条の６第１項に規定する公的年金等（同法第203条の７の規定

の適用を受けるものを除く。）について提出する新条例第36条の３の３第１項に規定す

る申告書について適用する。 

第４条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の安曇野市税条例の規定中法人の市

民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この条において「４号施行日」

という。）以後に開始する事業年度（所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律

第８号）第３条の規定（同法附則第１条第５号ロに掲げる改正規定に限る。）による改

正前の法人税法（昭和40年法律第34号。以下この条において「４年旧法人税法」とい

う。）第２条第12号の７に規定する連結子法人（次項において「連結子法人」という。）

の連結親法人事業年度（４年旧法人税法第15条の２第１項に規定する連結親法人事業年

度をいう。次項において同じ。）が４号施行日前に開始した事業年度を除く。）分の法

人の市民税について適用する。 

２ ４号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施行日前

に開始した事業年度を含む。）分の法人の市民税及び４号施行日前に開始した連結事業

年度（４年旧法人税法第15条の２第１項に規定する連結事業年度をいう。以下この項に

おいて同じ。）（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施行日前に開始した連結事業

年度を含む。）分の法人の市民税については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第５条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和

２年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税につ

いては、なお従前の例による。 

２ 新条例第54条第４項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用し、

令和２年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 新条例第54条第５項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用す
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る。 

４ 新条例第74条の３の規定は、施行日以後に、同条に規定する現所有者であることを知

った者について適用する。 

５ 平成30年４月１日から令和２年３月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改

正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和25年法

律第226号。次項及び第７項において「旧法」という。）附則第15条第２項に規定する

施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

６ 平成30年４月１日から令和２年３月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条

第33項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税について

は、なお従前の例による。 

７ 平成28年４月１日から令和２年３月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条

第40項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の

例による。 

 （市たばこ税に関する経過措置） 

第６条 附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉

巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

第７条 附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉

巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

（安曇野市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第８条 安曇野市税条例の一部を改正する条例（平成27年安曇野市条例第58号）の一部を

次のように改正する。 

附則第４条第２項第３号中「平成31年９月30日」を「令和元年９月30日」に改め、同

条第13項中「平成31年10月１日」を「令和元年10月１日」に改め、同条第14項の表中

「平成31年10月31日」を「令和元年10月31日」に、「平成32年３月31日」を「令和２年

３月31日」に改める。 

（安曇野市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第９条 安曇野市税条例等の一部を改正する条例（平成29年安曇野市条例第３号）の一部

を次のように改正する。 

附則第１条第２号中「平成31年10月１日」を「令和元年10月１日」に改める。 

附則第２条中「31年新条例」を「元年新条例」に改める。 

附則第４条第１項中「31年新条例」を「元年新条例」に改め、同条第２項中「31年新

条例」を「元年新条例」に、「平成32年度」を「令和２年度」に、「平成31年度分」を

「令和元年度分」に改める。 

（安曇野市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第10条 安曇野市税条例の一部を改正する条例（平成29年安曇野市条例第11号）の一部を

次のように改正する。 
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附則第２条第２項中「平成31年度」を「令和元年度」に改める。 

（安曇野市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第11条 安曇野市税条例等の一部を改正する条例（平成30年安曇野市条例第19号）の一部

を次のように改正する。 

附則第１条第４号中「平成31年10月１日」を「令和元年10月１日」に改め、同条第５

号中「平成32年４月１日」を「令和２年４月１日」に改め、同条第６号中「平成32年10

月１日」を「令和２年10月１日」に改め、同条第７号中「平成33年１月１日」を「令和

３年１月１日」に改め、同条第８号中「平成33年10月１日」を「令和３年10月１日」に

改め、同条第９号中「平成34年10月１日」を「令和４年10月１日」に改める。 

附則第２条第１項中「平成31年度」を「令和元年度」に改め、同条第２項中「平成33

年度」を「令和３年度」に、「平成32年度分」を「令和２年度分」に改める。 

附則第７条中「平成31年９月30日」を「令和元年９月30日」に改める。 

附則第９条第１項中「平成32年10月１日」を「令和２年10月１日」に改め、同条第２

項中「平成32年11月２日」を「令和２年11月２日」に改め、同条第３項中「平成33年３

月31日」を「令和３年３月31日」に改め、同条第４項及び第５項中「32年新条例」を

「２年新条例」に改める。 

附則第11条第１項中「平成33年10月１日」を「令和３年10月１日」に改め、同条第２

項中「平成33年11月１日」を「令和３年11月１日」に改め、同条第３項中「平成34年３

月31日」を「令和４年３月31日」に改め、同条第４項及び第５項中「33年新条例」を

「３年新条例」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



報告第７号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決

処分したので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

 

  令和２年５月15日 提出 

 

安曇野市長  宮澤 宗弘 

 

 

 

 

 



（別紙） 

専 決 処 分 書 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分

する。 

 

令和２年３月31日 

 

安曇野市長  宮澤 宗弘 

 

安曇野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

安曇野市国民健康保険税条例（平成17年安曇野市条例第137号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第２項ただし書中「61万円」を「63万円」に改め、同条第４項ただし書中「16万

円」を「17万円」に改める。 

第19条中「61万円」を「63万円」に、「16万円」を「17万円」に改め、同条第２号中

「28万円」を「28万５千円」に改め、同条第３号中「51万円」を「52万円」に改める。 

附則第10項及び附則第11項中「第35条の２第１項」の次に「、第35条の３第１項」を加え 

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、附則第10項及び附則第11項の

改正規定は、令和３年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の安曇野市国民健康保険税条例の規定は、令和２年度以後の年度分の国民健康

保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例

による。 

 （安曇野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

３ 安曇野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（平成30年安曇野市条例第37号）

の一部を次のように改正する。 

  附則第２項中「平成31年度」を「令和元年度」に改める。 

４ 安曇野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（平成31年安曇野市条例第36号）

の一部を次のように改正する。 

  附則第２項中「平成31年度」を「令和元年度」に改める。 

 
































































